
指定訪問介護（予防）利用 

介護予防・日常生活支援総合事業第 1号訪問介護（介護予防訪問介護相当サービス） 

重 要 事 項 説 明 書 

 あなたに対する指定訪問介護事業利用サービス提供開始にあたり、指定訪問介護事業

運営規定に基づいて当事業所があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業所 

事業所の名称 社会福祉法人 こもれび会 けやき荘ホームヘルプサービス 

事業所の所在地 佐賀市川副町大字福富８２８－１ 

法人の種別 社会福祉法人 

代表者氏名 松永 啓介 

電話番号 ０９５２－４５－５１９３ 

ＦＡＸ番号 ０９５２－４５－２９４２ 

 

２．ご利用施設で併せて実施する事業 

事業の種類 佐賀県知事の事業指定 

佐賀中部広域連合長の事業指定 

 

利用定員 

指定年月日 指定番号 

施設 特別養護老人ホーム 平成 12 年 4 月 1 日 4171000054   50 人 

居宅 訪問介護 

第 1 号訪問事業 

平成11年 10月 22日 

平成 29 年 4 月 1 日 

4171000054   45 人 

通所介護 平成11年 10月 22日 4171000054     40 人 

短期入所生活介護 平成11年 10月 22日 4171000054   20 人 

小規模多機能型居宅介護 平成 20 年 12 月 1 日 4191000019   25 人 

認知症対応型共同生活介護 平成 21 年 6 月 1 日 4191000019    9 人  

居宅介護支援事業 平成 11 年 8 月 13 日 4171000054   人 

 

 

 

３．（１）事業の目的及び運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

１ 要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有 
する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の

介護その他の生活全般にわたるサービスを提供します。 
２ 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しま

す。 
３ 地域との結び付きを重視し、市町村等保険者、居宅介護支援事業者、その他保険医

療サービスを提供する者との連携に努めます。 



（２）職員の職種、人数及び職務内容 

職員の職務 員数 区分 常勤換算を

した場合の

人員数 

職務内容 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長 １  １     

サービス提

供責任者 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

   

訪問介護員 3   3    

（３）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休 

営業時間 ８：００～１８：００ 

（４）サービスの提供方法及び内容 

   介護サービス提供計画に基づいて行います。 

介護サービスの提供 指定訪問介護（予防）サービスの提供に際しては、あらかじめ、

介護支援専門員が作成した居宅サービス計画書に沿ってサービ

スを提供します。 

サービスの内容 あなたの居宅を訪問し、介護サービス計画に沿っての次のサービ

スを提供します。 

１．身体の介護に関すること。 

入浴介助、排泄介助、食事介助、身体の清拭、洗髪、衣類の

着脱の介助、通院等の介助、その他必要な身体介護。 

２．家事に関すること。 

調理、衣類の洗濯・補修、居住等の掃除、整理整頓、生活必

需品の買物、その他必要な家事。 

３．相談、助言に関すること。 

生活、身上、介護に関する相談・助言、住宅改良に関する相

談・助言、その他必要な相談・助言。 

４．緊急時の相談や訪問に関すること。 

  利用者・家族からの要請を受け、ケアマネージャーとの 

  調整を行った上での上記に関する、訪問。 

問い合わせ又は利用 

申し込み方法 

指定訪問介護（予防）の提供に関する問い合わせ又は利用申込は、

電話、文書及び事業所への来所により受け付けます。 

（５）利用料及びその他の費用 

１）法定給付 

区分 利用料 

法定代理受領の場合  

介護報酬告示上の額 

（居宅介護サービス費の 1割～3割） 

*負担割合に関しては厚生労働省が定める基準に準じる。 



法定代理受領できない場合 介護報酬告示上の額 

（居宅介護サービス費に同じ） 

 

２）利用料     

要介護１～５（１回あたりの利用料金）（1割負担の場合） 

１割負担の場合                   （特定事所加算Ⅱを含む金額） 

身体介護 ２０分未満 ２０分以上 

３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 

1時間以上1時間３

０分未満 

自己負担 １７９円 ２６８円 ４２６円 ６２４円 

生活援助  ２０分以上 

４５分未満 

４５分以上   

自己負担  １９７円 ２４２円  

２割負担の場合 

身体介護 ２０分未満 ２０分以上 

３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 

1 時間以上 1時間３

０分未満 

自己負担 ３５８円 ５３６円 ８５２円 １,２４８円 

生活援助  ２０分以上 

４５分未満 

４５分以上   

自己負担  ３９４円 ４８４円  

３割負担の場合 

身体介護 ２０分未満 ２０分以上 

３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 

1 時間半以上 1時間

３０分未満 

自己負担 ５３７円 ８０４円 1,２７８円 １,８７２円 

生活援助  ２０分以上 

４５分未満 

４５分以上   

自己負担  ５９１円 ７２６円  

 (１) 介護予防・日常生活支援総合事業第 1号訪問介護 

（介護予防訪問介護相当サービス）の利用料 

要支援１・２（１ヶ月の利用料金） 

１割負担の場合 

支給区分 1 週間あたりのサービス提供回数 利用料金 自己負担 

  Ⅰ おおむね 1 回 １１，７６０円 １，１７６円 

  Ⅱ おおむね 2 回 ２３，４９０円 ２，３４９円 

  Ⅲ おおむね 3 回以上 ３７，２７０円 ３，７２７円 

２割負担の場合 

支給区分 1 週間あたりのサービス提供回数 利用料金 自己負担 

  Ⅰ おおむね 1 回 １１，７６０円 ２，３５２円 

  Ⅱ おおむね 2 回 ２３，４９０円 ４，６９８円 

  Ⅲ おおむね 3 回以上 ３７，２７０円 ７，４５４円 



３割負担の場合 

支給区分 1 週間あたりのサービス提供回数 利用料金 自己負担 

  Ⅰ おおむね 1 回 １１，７６０円 ３，５２８円 

  Ⅱ おおむね 2 回 ２３，４９０円 ７，０４７円 

  Ⅲ おおむね 3 回以上 ３７，２７０円 １１，１８１円 

＊初回加算・・・新規に訪問介護（予防）計画を作成した利用者に対して、初回に実施

した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護（予防）を行う場合又

は他の訪問介護員等が訪問介護行う際に同行して訪問した場合。  

該当者のみ２００円※（但し１回のみ） 2 割 400 円  3 割 600 円 

＊特定事業所加算（Ⅱ） 

①有資格（介護福祉士等）の介護訪問員が国の基準以上配置されており、サービス提供

責任者が３年以上の実務経験を有している事。 

②計画的・定期的に研修・会議・介護訪問員の健康診断等を実施しており、文書等によ

る確実な情報伝達・報告が出来ている。 

③緊急時等における対応方法が明示されている事。 

＊生活機能向上連携加算 

①サービス提供責任者が、訪問リハビリテーションの事業所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と同行して行っ

たアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成している事。 

②当該理学療法士等と連携して訪問介護計画書に基づくサービス提供を行っている事 

③当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から３ヶ月間、算定できる事 

該当者のみ 1００円※（但し１回のみ）  2 割 200 円  3 割 300 円 

【基本部分】※【生活援助型訪問サービス】 

サービス 

名称 

サービスの内容 基本利用料 利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

訪問型サービ

スⅠ/2 

週１回程度の生活援助のみが必要

とされた者 

（事業対象者・要支援１・２） 

１０，０００円／

月 

１，０００円 ２，０００円 

訪問型サービ

スⅡ/2 

 

週２回程度の生活援助のみが必要

とされた者 

（事業対象者・要支援１・２） 

１９，９８０円／

月 

１，９９８円 ３，９９６円 

訪問型サービ

スⅢ/2 

 

週２回を超える程度の生活援助の

みが必要とされた者 

（事業対象者・要支援2） 

３１，６９０円

／月 

３，１６９円 ６，３３８円 

※訪問型独自サービス初回加算           利用者負担（1 割）１７０円  

＊介護職員処遇改善加算 

加算要件を満たす事業所において、介護職員の根本的な処遇を改善する為に加算を 

算定し適切なサービスの質の保持に努めます。 

所定単位数×0.245 (加算の状況により費用の変更があります) 

 



 

＊緊急時訪問介護加算・・・緊急時などの利用者やその家族からの要請を受けて、サー

ビス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに 

サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身

体介護）を行います。  1 回  100 円         2 割 200 円   3 割 300 円 

 

（６）緊急時における対応方法 

訪問介護員等は事業の提供を行っている時に、利用者に病状の急変、その他の緊急事態

が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告を

行うこととする。   

 

＊キャンセル料 

 利用を中止する際は、前日の営業時間内（18:00 まで）にご連絡下さい。それ以降

のキャンセルはキャンセル料として要介護の利用者については利用料の 1 割。要支援利

用者については月額報酬となっている為、回数分で割った料金を徴収させて頂きます。 

＊緊急時の連絡先：0952-20-3140   対応可能時間   9:00～18:00                

 

（７）通常の事業実施区域 

事業の実施区域 佐賀市（大和町、富士町、三瀬村は除く）大川市 

（８）苦情申立先 

 

 

当施設ご利用相談室 相談窓口    主任 北村 康平 

ご利用時間   毎日９：００～１８：００ 

ご利用方法   電話 ０９５２－２０－３１４０ 

        面接 相談室 

        苦情箱 施設内に設置 

苦情受付公的機関 名称  佐賀県国民健康保険団体連合会  

住所  佐賀市呉服元町 7番 28 号 佐賀県国保会館 

ＴＥＬ ０９５２－２６－１４７７ 

ＦＡＸ ０９５２－２６－６１２３ 

名称  佐賀中部広域連合 

住所  佐賀市白山２丁目１番１２号 

ＴＥＬ ０９５２－４０－１１３１ 

ＦＡＸ ０９５２－４０－１１６５ 

 

名称  大川市役所 健康課介護保険係 

住所  福岡県大川市大字酒見 256 番地 1 

ＴＥＬ ０９４４－８５－５５２２ 

ＦＡＸ ０９４４－８８－１７７６ 



苦情解決のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情の受付 

・ 苦情受付担当者は、苦情を随時受付ける。 

・ 苦情受付担当者は、お客様等からの苦情受付に際して、下記の事項 

を書面に記載し、その内容について苦情相談者に確認する。 

①苦情内容 

②苦情相談者の希望 

③苦情相談者と苦情解決責任者による話合いによる解決 

苦情受付の報告・確認 

・ 苦情受付担当者は、受付けた苦情は全て苦情解決責任者及び第三者委員に報告を行う。  

第３者委員とは民生委員、税理士、監事等中立、公正な立場にある方が相談、苦情解決に

あたる。   

第３者委員  江頭 吉一 こもれび会監事 

            山口 正人 こもれび会監事 

 

苦情解決に向けての話合い 

・ 苦情解決責任者は苦情相談者との話合いによる解決に努める。 

話合いにより苦情解決 話合いが不調の場合 

苦情相談者は下記へ申し出て解決を図るこ

とが出来る。 

佐賀県社会福祉協議会 

   ０９５２－２３－２３１４ 

佐賀中部広域連合     

０９５２－４０－１１３１ 

佐賀県国民保険団体連合  

０９５２－２６－６１２３ 

大川市役所 健康課介護保険係 

   ０９４４－８５－５５２２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）具体的な取扱い方針 

 

 

サービスの提供 ・ 正当な理由なく指定訪問介護の提供の拒否はしません。 

ただし、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用者に対し 

て自ら適正な指定訪問介護（予防）サービスを提供するこ 

とが困難な場合は、適当な他の指定訪問介護（予防）事業 

者を紹介します。 

・ 利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定訪問介護（ 

予防）サービスの目標を立て、その目標を達成するため 

の具体的なサービス内容等の訪問介護計画を作成します。 

なお、必要に応じて訪問介護（予防）計画の変更をする 

ことがあります。 

受給資格者証の確認 ・ 指定訪問介護（予防）サービスの提供を開始する際に、被保

険者資格、要介護認定等の有無及び有効期間等、受給資格者

の確認をさせていただきます。（介護保険負担割合証）の確

認も合わせてさせていただきます。 

・ 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、それ

を配慮して指定訪問介護（予防）を提供します。 

・ 要介護認定を受けておられない利用者については、本人の意

思を踏まえて介護認定申請に必要な援助を行います。 

居宅介護支援事業者と

の連携 

・ 指定訪問介護（予防）サービスが円滑に提供できるよう、 

居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サー 

ビスを提供する者との密接な連携に努めます。 

保険給付の請求のため

の証明書交付 

・ 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護（予防）に

係る利用料を請求した場合は、提供した指定介護の内容、費

用の額等を記載したサービス提供証明書を交付します。 

苦情解決結果の記録、報告 

・ 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質の向上、運営の適正化が確保できる。 

これらを実効あるものとするために、記録及び報告を下記の通り行う。 

① 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録を行う。 

② 苦情解決責任者は、苦情相談者に改善を約束した事項について、苦情相談者に対して、 

一定期間経過後に報告を行う。 

苦情解決結果の活用 

・ サービスの質の向上や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、サービス従業者 

への研修時に具体的事例として活用を行う。 

 



（１０）秘密保持 

業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密は守ります。 

サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあらかじめ文書により得た

上で行います。 

 

（１１）事故発生時の対応 

利用者に対して、居宅介護サービスを提供したことにより損害賠償すべき事故が発生し

た場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、利用者の過失による事故の場合に

は損害賠償を行いません。 

 

（１２） 虐待防止について 

当施設では、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に周知徹底しています。 

② 虐待の防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

虐待防止のための措置に関する責者を選定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 虐待防止責任者   氏 名  松永 宣子    職名 管理者  

（１３） ハラスメント対策について 

①  事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要か

つ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりす 

 る行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象

となります。 

②  ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再

発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③  職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施

します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメン

ト発生状況の把握に努めます。 

④  ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、

環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 相談窓口責任者     介護長・各所属主任 



（１４） 衛生管理等について 

訪問時において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に 

掲げる措置を講じるものとする。 

① 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（感染症対策委員会）をおおむね毎月開催するとともに、その結果について従

業者に周知徹底を図る。 

② 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

③ 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて当施設職員（氏名           ）から上記重要事

項説明を受けたことを確認します。 

                         令和  年  月  日 

 

利用者    住 所 

        

       氏 名                    印 

 

利用者の家族 住 所 

        

       氏 名                    印 

 

代理人    住 所 

        

氏 名                    印 

 

続柄 

 

代筆の理由 

 

 

 

 

 

 

 

「指定障害者福祉サービス（居宅介護）利用契約」重要事項説明書 



 

                                      社会福祉法人 こもれび会 

 

 本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、 

社会福祉法第７６条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注

意いただきたいことを説明するものです。 

 

 

 

＊本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス（居宅

介護）を提供します。当サービスの利用は、原則として自立支援給付（介護給付）支給決定

を受けた方が対象となります。 

 

 

 

 

社会福祉法人 こもれび会 

けやき荘ホームヘルプサービス 

 当事業所は佐賀県知事の指定を受けています。 

（佐賀県知事指定 第 4110300037  号） 

 

 

１． 事業者 

名称   社会福祉法人 こもれび会 

所在地    佐賀県佐賀市川副町大字福富８２８番地１ 

電話番号 ０９５２－４５－５１９３ 

代表者氏名 理事長 松永 啓介 

設立年月日 平成２年 9 月 20 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．事業所の概要 

事業所の種類 障害者福祉サービス（居宅介護 ） 

平成１８年１０月 １日 指定佐賀県 4110300037 号 

事業の目的 利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、心身の状況 

その他の環境に応じて、入浴、排泄、及び食事等の介護、調理、洗濯 

及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般

にわたる支援を適切に行なうこととする。 

主たる対象者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 

事業所の所在地 佐賀県佐賀市川副町大字福富８２８番地１ 

電話番号 （代）０９５２－４５－５１９３  （直通）０９５２－２０－３１４０ 

管理者氏名 荘 長  松永 宣子 

サービス提供責

任者 

原 多美 

事業所の運営方

針について 

 

 

１． 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った利用 

者本位のサービスを提供するように努める。 

２． 利用者が可能な限り自立した生活を営むことができるように支援す

る。 

３． 利用者による事故選択・自己決定を基本とし、その人らしさを大切に

したサービス提供に努める。 

開設年月日 平成 １８ 年 １０ 月 １ 日 

 

 

 

 

３．事業実施地域 

  

  佐賀市 

 

 

 

 

 

４． 営業時間 

営業日 ３６５日 

受付時間 月～日  ９：００ ～ １８：００ 

サービス提供時間   ８：００ ～  １８：００ 

 

 

 

５． 職員体制 



職種 常 勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容 

１．事業所長（管理者） １     

２．サービス提供責任者 ２     

２． 居宅介護従事者 

（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ） 

3     

 （１）介護福祉士 

 

  3 
 

   

実務者研修修了者      

 

 

 

 

６． 事業者が提供するサービスと利用料金 

（１）「居宅介護計画」とサービスの内容 

 当事業所では、下記のサービスの内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスの提供しま

す。「居宅介護計画」は、市町村が決定した居宅介護の「支給量」（「受給者証」に記載してあり

ます。）と利用者の意向や心身の状況を踏まえて利用者の居宅介護計画を作成します。「居宅

介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出により、

いつでも見直すことができます。 

 

 

 

 

 

〈サービス区分及びサービス内容〉 

① 身体介護（ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。） 

○入浴介助・清拭・洗髪… 入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行ないます。 

   ○排泄介助…排せつの介助・おむつの交換を行ないます。 

   ○食事の介助…食事の介助を行ないます。 

   ○衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行ないます。 

   ○通院介助…通院の介助を行ないます。 

   ○その他必要な身体介護を行ないます。 

   ＊医療行為はいたしません。 

 

 

 

   ②家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行ないます。） 

○ 調理･･･利用者の食事の用意を行ないます。 

○ 洗濯･･･利用者の衣類等の洗濯を行ないます。 

○ 掃除・・・利用者の居室の掃除や整理整頓を行ないます。 



○ 買い物・・・利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行ないます。 

○ そのた関係機関への連絡など必要な家事を行ないます。 

＊預貯金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。 

＊利用者以外の方の調理や選択、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則とし

て行いません。 

 

 

 

③ その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言

を行います。 

（２）利用者の負担額 

  上記サービスの利用に対しては、自立支援給付（介護給付）が支給されます。自立支援 

  給付(介護給付)は、本事業所が代理受領いたしますので、利用者からの受給者証の記 

   載内容に基づき利用料の 1 割をお支払いいただきます。 

〈二人のホームヘルパーにより訪問を行った場合〉 

＊ １人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人のヘ 

ルパーでサービスを提供した場合は、２倍の利用者負担額をいただきます。 

 

（利用料） 

居宅介護 令和６年４月 改正後 特定事業所加算Ⅱを含む 

身体介護（30 分未満） 256 円 282 円 

家事援助（30 分未満） 106 円 117 円 

（30 分以上４５分未満） 153 円 168 円 

（４５分以上 1 時間未満） 197 円 217 円 

（1 時間以上１時間１５分未満） 239 円 263 円 

（1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満） 275 円 302 円 

＊特定事業所加算Ⅱ 

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護及び行動援護）に関しては 

 ①サービス提供体制の整備（研修の計画的実施等） 

 ②良質な人材の確保（介護福祉士の割合が 30％以上又は常勤職員によるサービス提 

  供時間の割合が 40％以上等） 

 1 回の基本料金に 10％を足します。 

 

 

 

 

 

 

＊初回加算 



サービス提供責任者において特に労力を要する初回時に行う。（初回のみ 200 円）加算させて

いただきます。 

＊介護職員処遇改善加算 

加算要件を満たす事業所において、介護職員の根本的な処遇を改善する為に加算を 

算定し適切なサービスの質の保持に努めます。 

所定単位数×0.303 (加算の状況により費用の変更があります) 

〈利用者負担額の増減について〉 

＊ 総合支援給付（介護給付）対象のサービス（ホームヘルプ）の利用者負担額は、所得階 

層により上限額が定められています。そのため、これらのサービスご利用状況により、当 

事業所への月々の利用者負担額が変わることがあります。本事業者が代理受領を行っ 

た総合支援給付（介護給付）は、利用者に通知します。 

〈償還払い〉 

＊ 総合支援給付（介護給付）額を事業所が代理受領を行わない場合は、利用料の全額を 

いったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付し 

ます。（「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると自 

立支援給付（介護給付）が支給されます。） 

＊緊急時における対応方法 

訪問介護員等は事業の提供を行っている時に、利用者に病状の急変、その他の緊急事

態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告

を行うこととする。 

★緊急時の連絡先：0952-20-3140   対応可能時間   9:00～18:00  

 

 

（３）サービス利用にかかる実費負担額 

  サービス提供に要する下記の費用は、支援給付の対象ではありませんので、実費をいた 

だきます。 

① 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用され

る場合は、ホームヘルパーが訪問するための交通費（１ｋｍ ２０円）をいただき 

ます。（サービス利用料とともに１ヶ月ごとにお支払いいただきます。） 

   ② 「通院介助」においてホームヘルパーにおいて公共交通機関などの交通費等が必 

要な場合（サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）利用者負担額（利用料の１割負担）のお支払い方法 



 前記（２）、及び（３）の①の料金・費用はご利用の日数に応じて１ヶ月ごとに計算し、ご請求 

しますので、翌月の２５日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

 

ア． 窓口での現金支払い 

イ． 口座引き落とし 

〇居宅介護サービス提供に対する個人でご負担していただく料金は原則として利用料

の１割となります。 
〇１ヶ月あたりのサービス利用に係わる「定率負担」については、所得に応じて４区分の月額上

限額が設定され、それ以上の負担はありません。 

区分 世帯収入状況 １ヶ月あたりの負担上限額 

１．生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

２．低所得１ 市町村民税非課税世帯で、サービスを利

用するご本人の収入が８０万円以下の方 

０円 

３．低所得２ ２以外の市町村民税非課税世帯 ９，３００円 

４．一般 市町村民税課税世帯 ３７，２００円 

 

（５）利用中止、変更、追加 

①利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画で定めたサービスの利用を中

止又は変更することができます。この場合にはサービス実施日の前日１８時までに事業

者に申し出てください。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調

不良等やむをえない場合は取消料はいただきません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合       無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 介護給付額基準額の１割 

 

③ 市町村が決定した「支給量」及び該当サービスの利用状況によっては、サービスを追

加することもできます。 

④ サービスの利用の変更・追加は、その日のホームヘルパーの稼動状況により利用者が

希望する時間にサービスが提供できないことがあります。その場合は、他の利用可能

日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）実費負担額（交通費等）の変更 



実費負担額（交通費等）を変更する場合は、原則として２ヶ月前までにご説明します。 

 

７． サービスの利用に関する留意事項  

（１） ホームヘルプについて 

〇サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサー 

ビス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交代でサービスを提供します。 

担当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交代する場合は、予め利 

用者に説明するとともに利用者及びその家族等に対してサービスの利用上の不 

利益が生じないように十分に配慮します。 

〇利用者からの特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホーム 

ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、苦情相談窓口等にご 

遠慮なく相談下さい。 

（２） サービスの提供について 

〇サービスは、「居宅介護計画」に基づいて行います。実施に関する指示・命令 

はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時 

の状況・事情・意向等について十分に配慮します。 

〇サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用さ 

せていただきます。（ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させて 

いただきます。） 

（３） サービス内容の変更 

〇訪問時に、利用者の体調等の理由で居宅介護計画で予定されていたサービスの実

施が出来ない場合には、利用者の同意を得て、サービスの内容を変更します。その場

合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求しま

す。 

（４） 受給者証の確認 

「住所」及び「居宅利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があ

った場合は速やかにホームヘルパーにお知らせください。また、担当のホームヘルパ

ーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くだ

さいますようお願いします。 

（５） ホームヘルパーの禁止行為 

 ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 



① 医療行為 

② 利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

③ 利用者もしくはそのご家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 

④ ご契約者の家族等に対するサービスの提供 

⑤ 飲酒・喫煙及び飲食（移動介護等において利用者の同意を得て利用者と

一緒に飲食を行う場合は除きます。） 

⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑦ その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利

活動及びその他迷惑行為 

 

８ サービス実施の記録について 

（１） サービス実施記録の確認 

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録

し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればい

つでも申し出てください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録はサービ

ス提供日より５年間保存します。 

（２） 利用者の記録や情報の管理、開示について  

本事業所では、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内

容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は利用者負担となりま

す。） 

 

９．損害賠償について 

・サービスの提供によって事故が生じた場合には、ご家族、市町村や関係機関に速やか

に連絡して必要な措置を講じます。 

・サービス提供によって事業所の過失により利用者に損害を与えた場合には、速やかに

利用者の損害を賠償します。 

１０．苦情などの受付について 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談    

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払い手続きなどサービスに関するご相談、利

用者の記録等の情報開示の請求は以下の窓口で受か付けます。 

 〇苦情受付窓口（担当者） 

                               北村 康平 

                               電話 0952-20-3140 

〇受付時間  毎週月曜日～金曜日   ９：００～１８：００ 

 【苦情解決責任者】   （職名）   荘長   松永 宣子 

 

 

 



苦情解決のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情の受付 

・ 苦情受付担当者は、苦情を随時受付ける。 

・ 苦情受付担当者は、お客様等からの苦情受付に際して、下記の事項 

を書面に記載し、その内容について苦情相談者に確認する。 

①苦情内容 

②苦情相談者の希望 

③苦情相談者と苦情解決責任者による話合いによる解決 

苦情受付の報告・確認 

・ 苦情受付担当者は、受付けた苦情は全て苦情解決責任者及び第三者委員に報告を行う。  

第３者委員とは民生委員、税理士、監事等中立、公正な立場にある方が相談、苦情解決に

あたる。   

第３者委員  江頭 吉一 こもれび会監事 

            山口 正人 こもれび会監事 

苦情解決に向けての話合い 

・ 苦情解決責任者は苦情相談者との話合いによる解決に努める。 

 

話合いにより苦情解決 話合いが不調の場合 

苦情相談者は下記へ申し出て解決を図ることが出来る。 

佐賀県社会福祉協議会 

   ０９５２－２３－２１５１ 

佐賀中部広域連合     

０９５２－４０－１１３１ 

佐賀県国民保険団体連合  

０９５２－２６－１４７７ 

苦情解決結果の記録、報告 

・ 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質の向上、運営の適正化が確保できる。 

これらを実効あるものとするために、記録及び報告を下記の通り行う。 

① 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録を行う。 

② 苦情解決責任者は、苦情相談者に改善を約束した事項について、苦情相談者に対して、 

一定期間経過後に報告を行う。 

苦情解決結果の活用 

・ サービスの質の向上や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、サービス従業者 

への研修時に具体的事例として活用を行う。 

 



 １１ 感染症、自然災害による業務継続に向けた取り組みについて 

非常時の対応 別途定める「当施設業務継続計画」に沿って対応します。  

平常時の訓練及び研修 
別途定める「当施設業務継続計画」に沿って研修と訓練を各々年1回以上

実施します。 

 

  

  

災害時用備蓄品 
非常食、飲料水 ※3日分以上 

ガウン、マスク、消毒用アルコール等感染症対策物品 ※当施設規定分 

 

   

設備 非常用発電機 1 受水槽 1  

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行います。 

 

 

 

 

１２ 虐待防止について 

当施設では、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を 

講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 

従業者に周知徹底しています。 

② 虐待の防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

虐待防止のための措置に関する責任者を選定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 虐待防止責任者      氏 名  松永 宣子    職名 管理者  

 

 

 

 

 

１３ ハラスメント対策について 

①  事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当

な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となり

ます。 

②  ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止

会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 



③  職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把

握に努めます。 

④  ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境

改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

 相談窓口責任者     介護長・各所属主任 

１４ 衛生管理等について 

施設では、施設内において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に 

掲げる措置を講じるものとする。 

① 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（感染

症対策委員会）をおおむね毎月開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

② 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

③ 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

及び訓練を定期的に実施する。 

 

 

 

  （４）提供するサービスの第三者評価の実施状況 

   実施の有無             有 ・ ○無  

   実施した直近の年月日      年  月  日 

   実施した評価機関の名称   

   

（５）事故発生時の対応について 

   利用者に対する（居宅介護）の提供により事故が発生した場合は、都道府県、 

市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               令和   年   月   日 

 

指定障害福祉サービス（居宅介護）の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項説明を

行いました。 

 

説明者氏名      

             氏名                               

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定障害福祉サービス（居宅

介護）の提供開始に同意しました。 

 

利用者 

             住所                                 

 

             氏名                              印 

 

代理人又は立会人 

住所                                

 

              氏名                              印 

 


